
死亡牛BSE検査への補助内容が

令和６年４月１日から変わります
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牛の飼養者の皆様へ

○輸送費に代わり「検体提供費」(定額)として補助

○化製処理費は廃止され、新たに「検査促進費※」(定額)
を補助
※農場で必要な情報提供を求めるための費用

○ＢＳＥ検査を実施した死亡牛のみ補助対象になります

○死亡牛処理整理票に情報提供を行ったことを確認す

る欄が追加されますので、チェック願います。

○当面、旧様式が使用できます。
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